


オレンジホ ー ムファ ー マ 一 体験研修の流れ、研修終7後の扱い
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体験研修生：令和6年4 月～令和9年3月まで (3年間）
(1)栽培に関する研修：月1回程度(10回／年）
(2)農作業：柑橘類の苗木の植え付け、栽培管理を研修に華づいた方法で行っていただきます。

また農園維持に必要な除草など農園周囲の環境整備を研修生全員で行っていただきます。
（苗木は票が準備したものに限ります。）

※感染症の拡大や異常気象等により、一部の研修等が中止になる場合があります。

農園の
利用を継続
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県の農園使用契約は3年間で終了し、農園所有者へ返還しますが、
研修終了後は農園の所有者と直接農園利用契約を結んでいただき、引き続き農作業や
収穫体験を行うこととなります。（農園利用方式）
※ただし、農園所有者との直接契約後は所有者が決めた農園利用ルールに

基づき農園を利用していただくため、利用料金等が変わります。

農園の利用を
継続しない
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■所在地：足柄上郡大井町山田

■募集定員：10名

■ 交通：
大井町役場から約2.0km

■ 問合せ先
神奈川県県西地域
県政総合センター

地域農政推進課
〒250-0042
小田原市荻窪350-l
電話(0465)32 - 8000

（内線2615)
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地図の転載は禁止します。








